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厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（平成 19 年法律

第 131 号）第 15 条の規定に基づき、年金記録の訂正のあっせんを行ったものについ

ての同法の施行状況に関して報告するものである。 

 



目  次 

 

 

Ⅰ 平成 19年６月 22日から平成 22年９月 30日までに年金記録の訂正のあっせんを

行ったものについての状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１ 

 

Ⅱ－１ 平成 19年６月 22日から平成 20年３月 31日までに年金記録の訂正のあっせ

んを行ったものについての状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４ 

 

Ⅱ－２ 平成20年４月１日から平成20年９月30日までに年金記録の訂正のあっせん

を行ったものについての状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７ 

  

Ⅱ－３ 平成 20年 10月１日から平成 21年３月 31日までに年金記録の訂正のあっせ

んを行ったものについての状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10 

 

Ⅱ－４ 平成21年４月１日から平成21年９月30日までに年金記録の訂正のあっせん

を行ったものについての状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13 

 

Ⅱ－５ 平成 21年 10月１日から平成 22年３月 31日までに年金記録の訂正のあっせ

んを行ったものについての状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16 

 

Ⅱ－６ 平成22年４月１日から平成22年９月30日までに年金記録の訂正のあっせん

を行ったものについての状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19 

 

参照条文・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22 

 



- 1 - 

 

厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律の 

施行状況に関する報告 

 

厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（平成 19 年法律

第 131号）第 15条の規定に基づき、平成 19年６月 22日から平成 22年９月 30日まで

に年金記録の訂正のあっせんを行ったものについての平成22年11月10日時点の同法

の施行状況に関して下記のとおり報告いたします。 

 

記 

 

Ⅰ 平成19年６月22日から平成22年９月30日までに年金記録の訂正のあっせんを行っ

たものについての状況 

１ 年金記録確認中央第三者委員会及び年金記録確認地方第三者委員会における調査

審議の結果の概要 

総務大臣が厚生労働大臣（平成21年12月31日までは社会保険庁長官）に対して行

った年金記録の訂正のあっせんのうち厚生年金保険関係の件数・・・・・39,015件 

（１）厚生年金保険法（昭和29年法律第115号）に係る年金記録の訂正のあっせん件

数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7,413件 

① 上記あっせんのうち、事業主が保険料を納付する義務を履行したと認められ

る事案・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３件 

② 上記あっせんのうち、保険料徴収権の時効消滅前に事業主から資格取得等の

届出があったと認められる事案・・・・・・・・・・・・・・・・・5,836件 

③ 上記あっせんのうち、脱退手当金を受給していなかったと認められる事案 

・・・・・1,388件 

④ 上記あっせんのうち、①から③までのいずれにも該当しない事案・・214件 

（２）厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に係る年金記

録の訂正のあっせん件数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32,278件 

① 上記あっせんのうち、事業主が保険料を納付する義務を履行しなかったと認

められる事案・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 27,580件 

② 上記あっせんのうち、事業主が保険料を納付する義務を履行したかどうか明

らかでないと認められる事案・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,155件 

（注） 一つのあっせんが厚生年金保険法と厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関す

る法律の両法律に係るものが676件あり、当該あっせんについては、「総務大臣が厚生労働大臣（平

成21年12月31日までは社会保険庁長官）に対して行った年金記録の訂正のあっせんのうち厚生年

金保険関係の件数」においては、１件と計上し、法律別の内訳（上記（１）及び（２））におい

ては、それぞれに計上している。 

上記（１）②、③及び④については、一つのあっせんが二つの事案に該当すると認められるもの
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が28件あり、それぞれの事案に計上している。また、上記（２）①及び②については、一つのあ

っせんが二つの事案に該当すると認められるものが457件あり、それぞれの事案に計上している。 

 

２ 厚生労働大臣（平成21年12月31日までは社会保険庁長官）が行った特例対象者に

係る確認等の件数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32,278件 

 

３ 特例納付保険料の納付の状況等 

（１）特例納付保険料の額の総額・・・・・・・・・・・・・・・2,441,432,466円 

（２）特例納付保険料の納付を勧奨した件数・・・・・・・・・・・・22,644件 

（３）特例納付保険料を納付する旨の申出があった件数・・・・・・・・ 19,078件 

（４）特例納付保険料の納付の状況 

① 特例納付保険料の納付が行われた件数・・・・・・・・・・・・・16,041件 

② 納付が行われた特例納付保険料の額の総額・・・・・・・1,849,650,810円 

③ 特例納付保険料の納付が行われていない件数・・・・・・・・・17,500件 

④ 納付が行われていない特例納付保険料の額の総額・・・・・591,781,656円 

（５）公表した件数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・324件 

（６）上記（５）の公表をした後、再び特例納付保険料の納付を勧奨した件数・27件 

 

４ 国が負担した特例対象者に係る特例納付保険料の額に相当する額（以下「特例納

付保険料相当額」という。）の総額等 

（１）特例納付保険料相当額を国が負担した件数 ・・・・・・・・・・・・・ 13件 

（２）国が負担した特例納付保険料相当額の総額 ・・・・・・・・・・8,753,197円 

 

５ 厚生年金基金が行った特例対象加入員に係る確認等の件数 ・・・・・・ 712件 

 

６ 未納掛金等の納付の状況等 

（１）未納掛金等の額の総額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16,780,587円 

（２）未納掛金等の納付を勧奨した件数 ・・・・・・・・・・・・・・・・・474件 

（３）未納掛金等を納付する旨の申出があった件数 ・・・・・・・・・・・・407件 

（４）未納掛金の納付の状況 

  ① 未納掛金等の納付が行われた件数 ・・・・・・・・・・・・・・・・393件 

② 納付が行われた未納掛金等の額の総額・・・・・・・・・・  12,731,470円 

③ 未納掛金等の納付が行われていない件数・・・・・・・・・・・・・  81件 

  ④ 納付が行われていない未納掛金等の額の総額・・・・・・・・ 4,049,117円 

（５）公表した件数 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２件 

（６）上記（５）の公表をした後、再び未納掛金等の納付を勧奨した件数 ・・・１件 

 

７ 政府が負担した特例対象加入員に係る未納掛金等の額に相当する額（以下「未納
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掛金等相当額」という。）の総額等 

（１）未納掛金等相当額を政府が負担した件数 ・・・・・・・・・・・・・・・０件 

（２）政府が負担した未納掛金等相当額の総額 ・・・・・・・・・・・・・・・０件 

 

８ 企業年金連合会が行った特例対象解散基金加入員に係る確認等の件数 ・・ 59件 

 

９ 特例掛金の納付の状況等 

（１）特例掛金の額の総額 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,796,136円 

（２）特例掛金の納付を勧奨した件数 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 41件 

（３）特例掛金を納付する旨の申出があった件数 ・・・・・・・・・・・・・ 34件 

（４）特例掛金の納付の状況 

  ① 特例掛金の納付が行われた件数 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 34件 

  ② 納付が行われた未納掛金の額の総額 ・・・・・・・・・・・・  535,916円 

③ 特例掛金の納付が行われていない件数 ・・・・・・・・・・・・・・ ７件 

  ④ 納付が行われていない特例掛金の額の総額 ・・・・・・・・・1,260,220円 

（５）公表した件数 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・０件 

（６）上記（５）の公表をした後、再び特例掛金の納付を勧奨した件数 ・・・・０件 

 

10 政府が負担した特例対象解散基金加入員に係る特例掛金の額に相当する額（以下

「特例掛金相当額」という。）の総額等 

（１）特例掛金相当額を政府が負担した件数 ・・・・・・・・・・・・・・・・０件 

（２）政府が負担した特例掛金相当額の総額 ・・・・・・・・・・・・・・・・０円 

 

（注） ５から10までの件数等は、平成22年９月末までに厚生労働大臣から厚生年金基金又は企業年金

連合会に情報提供があった事案を計上している。（Ⅱ－１、Ⅱ－２、Ⅱ－３、Ⅱ－４、Ⅱ－５及

びⅡ－６についても同様。） 
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Ⅱ－１ 平成19年６月22日から平成20年３月31日までに年金記録の訂正のあっせんを

行ったものについての状況 

１ 年金記録確認中央第三者委員会及び年金記録確認地方第三者委員会における調査

審議の結果の概要 

総務大臣が社会保険庁長官に対して行った年金記録の訂正のあっせんのうち厚

生年金保険関係の件数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・426件 

（１）厚生年金保険法に係る年金記録の訂正のあっせん件数・・・・・・・・118件 

① 上記あっせんのうち、事業主が保険料を納付する義務を履行したと認められ

る事案・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１件 

② 上記あっせんのうち、保険料徴収権の時効消滅前に事業主から資格取得等の

届出があったと認められる事案・・・・・・・・・・・・・・・・・・110件 

③ 上記あっせんのうち、脱退手当金を受給していなかったと認められる事案 

・・・・・４件 

④ 上記あっせんのうち、①から③までのいずれにも該当しない事案・・・３件 

（２）厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に係る年金記

録の訂正のあっせん件数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・310件 

① 上記あっせんのうち、事業主が保険料を納付する義務を履行しなかったと認

められる事案・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・201件 

② 上記あっせんのうち、事業主が保険料を納付する義務を履行したかどうか明

らかでないと認められる事案・・・・・・・・・・・・・・・・・・・115件 

（注） 一つのあっせんが厚生年金保険法と厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関す

る法律の両法律に係るものが２件あり、当該あっせんについては、「総務大臣が社会保険庁長官

に対して行った年金記録の訂正のあっせんのうち厚生年金保険関係の件数」においては、１件と

計上し、法律別の内訳（上記（１）及び（２））においては、それぞれに計上している。 

また、上記（２）①及び②については、一つのあっせんが二つの事案に該当すると認められるも

のが６件あり、それぞれの事案に計上している。 

 

２ 社会保険庁長官が行った特例対象者に係る確認等の件数・・・・・・・・310件 

 

３ 特例納付保険料の納付の状況等 

（１）特例納付保険料の額の総額・・・・・・・・・・・・・・・・・23,132,367円 

（２）特例納付保険料の納付を勧奨した件数・・・・・・・・・・・・・・・295件 

（３）特例納付保険料を納付する旨の申出があった件数・・・・・・・・・・248件 

（４）特例納付保険料の納付の状況 

① 特例納付保険料の納付が行われた件数・・・・・・・・・・・・・・238件 

② 納付が行われた特例納付保険料の額の総額・・・・・・・・・10,430,491円 

  ③ 特例納付保険料の納付が行われていない件数・・・・・・・・・・・ 126件 

④ 納付が行われていない特例納付保険料の額の総額・・・・・・12,701,876円 
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（５）公表した件数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４件 

（６）上記（５）の公表をした後、再び特例納付保険料の納付を勧奨した件数・３件 

 

４ 国が負担した特例対象者に係る特例納付保険料相当額の総額等 

（１）特例納付保険料相当額を国が負担した件数・・・・・・・・・・・・・・０件 

（２）国が負担した特例納付保険料相当額の総額・・・・・・・・・・・・・・０円 

 

５ 厚生年金基金が行った特例対象加入員に係る確認等の件数 ・・・・・・・・４件 

 

６ 未納掛金等の納付の状況等 

（１）未納掛金等の額の総額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 432,160円 

（２）未納掛金等の納付を勧奨した件数 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・４件 

（３）未納掛金等を納付する旨の申出があった件数 ・・・・・・・・・・・・・４件 

（４）未納掛金の納付の状況 

  ① 未納掛金等の納付が行われた件数 ・・・・・・・・・・・・・・・・・４件 

  ② 納付が行われた未納掛金等の額の総額・・・・・・・・・・・・ 432,160円 

③ 未納掛金等の納付が行われていない件数 ・・・・・・・・・・・・・・０件 

  ④ 納付が行われていない未納掛金等の額の総額 ・・・・・・・・・・・・０円 

（５）公表した件数 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・０件 

（６）上記（５）の公表をした後、再び未納掛金等の納付を勧奨した件数 ・・・０件 

 

７ 政府が負担した特例対象加入員に係る未納掛金等相当額の総額等 

（１）未納掛金等相当額を政府が負担した件数 ・・・・・・・・・・・・・・・０件 

（２）政府が負担した未納掛金等相当額の総額 ・・・・・・・・・・・・・・・０円 

 

８ 企業年金連合会が行った特例対象解散基金加入員に係る確認等の件数 ・・・４件 

 

９ 特例掛金の納付の状況等 

（１）特例掛金の額の総額 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 31,424円 

（２）特例掛金の納付を勧奨した件数 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３件 

（３）特例掛金を納付する旨の申出があった件数 ・・・・・・・・・・・・・・３件 

（４）特例掛金の納付の状況 

  ① 特例掛金の納付が行われた件数 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・３件 

  ② 納付が行われた未納掛金の額の総額 ・・・・・・・・・・・・・ 31,424円 

  ③ 特例掛金の納付が行われていない件数 ・・・・・・・・・・・・・・・０件 

  ④ 納付が行われていない特例掛金の額の総額 ・・・・・・・・・・ ・・ ０円 

（５）公表した件数 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・０件 

（６）上記（５）の公表をした後、再び特例掛金の納付を勧奨した件数 ・・・・０件 
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10 政府が負担した特例対象解散基金加入員に係る特例掛金相当額の総額等 

（１）特例掛金相当額を政府が負担した件数 ・・・・・・・・・・・・・・・・０件 

（２）政府が負担した特例掛金相当額の総額 ・・・・・・・・・・・・・・・・０円 
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Ⅱ－２ 平成20年４月１日から平成20年９月30日までに年金記録の訂正のあっせんを

行ったものについての状況 

１ 年金記録確認中央第三者委員会及び年金記録確認地方第三者委員会における調査

審議の結果の概要 

総務大臣が社会保険庁長官に対して行った年金記録の訂正のあっせんのうち厚

生年金保険関係の件数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3,486件 

（１）厚生年金保険法に係る年金記録の訂正のあっせん件数・・・・・・・・305件 

① 上記あっせんのうち、事業主が保険料を納付する義務を履行したと認められ

る事案・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１件 

② 上記あっせんのうち、保険料徴収権の時効消滅前に事業主から資格取得等の

届出があったと認められる事案・・・・・・・・・・・・・・・・・・192件 

③ 上記あっせんのうち、脱退手当金を受給していなかったと認められる事案 

・・・・・110件 

④ 上記あっせんのうち、①から③までのいずれにも該当しない事案・・・２件 

（２）厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に係る年金記

録の訂正のあっせん件数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3,193件 

① 上記あっせんのうち、事業主が保険料を納付する義務を履行しなかったと認

められる事案・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  2,742件 

② 上記あっせんのうち、事業主が保険料を納付する義務を履行したかどうか明

らかでないと認められる事案・・・・・・・・・・・・・・・・・・・489件 

（注） 一つのあっせんが厚生年金保険法と厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関す

る法律の両法律に係るものが12件あり、当該あっせんについては、「総務大臣が社会保険庁長官

に対して行った年金記録の訂正のあっせんのうち厚生年金保険関係の件数」においては、１件と

計上し、法律別の内訳（上記（１）及び（２））においては、それぞれに計上している。 

また、上記（２）①及び②については、一つのあっせんが二つの事案に該当すると認められるも

のが38件あり、それぞれの事案に計上している。 

 

２ 社会保険庁長官が行った特例対象者に係る確認等の件数・・・・・・・ 3,193件 

 

３ 特例納付保険料の納付の状況等 

（１）特例納付保険料の額の総額・・・・・・・・・・・・・・・・310,027,010円 

（２）特例納付保険料の納付を勧奨した件数・・・・・・・・・・・・・・ 2,947件 

（３）特例納付保険料を納付する旨の申出があった件数 ・・・・・・・・  2,723件 

（４）特例納付保険料の納付の状況 

① 特例納付保険料の納付が行われた件数・・・・・・・・・・・・・ 2,663件 

② 納付が行われた特例納付保険料の額の総額・・・・・・・・ 214,878,115円 

③ 特例納付保険料の納付が行われていない件数・・・・・・・・・・・ 752件 

④ 納付が行われていない特例納付保険料の額の総額・・・・・  95,148,895円 
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（５）公表した件数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・46件 

（６）上記（５）の公表をした後、再び特例納付保険料の納付を勧奨した件数・13件 

 

４ 国が負担した特例対象者に係る特例納付保険料相当額の総額等 

（１）特例納付保険料相当額を国が負担した件数・・・・・・・・・・・・・・10件 

（２）国が負担した特例納付保険料相当額の総額・・・・・・・・・8,436,732円 

 

５ 厚生年金基金が行った特例対象加入員に係る確認等の件数 ・・・・・・・ 10件 

 

６ 未納掛金等の納付の状況等 

（１）未納掛金等の額の総額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 158,360円 

（２）未納掛金等の納付を勧奨した件数 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10件 

（３）未納掛金等を納付する旨の申出があった件数 ・・・・・・・・・・・・・８件 

（４）未納掛金の納付の状況 

  ① 未納掛金等の納付が行われた件数 ・・・・・・・・・・・・・・・・・８件 

  ② 納付が行われた未納掛金等の額の総額 ・・・・・・・・・・・・ 86,930円 

  ③ 未納掛金等の納付が行われていない件数 ・・・・・・・・・・・・・・２件 

  ④ 納付が行われていない未納掛金等の額の総額・・・・・・・・・・71,430円 

（５）公表した件数 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・０件 

（６）上記（５）の公表をした後、再び未納掛金等の納付を勧奨した件数 ・・・０件 

 

７ 政府が負担した特例対象加入員に係る未納掛金等相当額の総額等 

（１）未納掛金等相当額を政府が負担した件数 ・・・・・・・・・・・・・・・０件 

（２）政府が負担した未納掛金等相当額の総額 ・・・・・・・・・・・・・・・０円 

 

８ 企業年金連合会が行った特例対象解散基金加入員に係る確認等の件数 ・・・１件 

 

９ 特例掛金の納付の状況等 

（１）特例掛金の額の総額 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9,600円 

（２）特例掛金の納付を勧奨した件数 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１件 

（３）特例掛金を納付する旨の申出があった件数 ・・・・・・・・・・・・・・１件 

（４）特例掛金の納付の状況 

  ① 特例掛金の納付が行われた件数 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・１件 

  ② 納付が行われた未納掛金の額の総額 ・・・・・・・・・・・・・・9,600円 

  ③ 特例掛金の納付が行われていない件数 ・・・・・・・・・・・・・・・０件 

  ④ 納付が行われていない特例掛金の額の総額 ・・・・・・・・・・・・・０円 

（５）公表した件数 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・０件 
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（６）上記（５）の公表をした後、再び特例掛金の納付を勧奨した件数 ・・・・０件 

 

10 政府が負担した特例対象解散基金加入員に係る特例掛金相当額の総額等 

（１）特例掛金相当額を政府が負担した件数 ・・・・・・・・・・・・・・・・０件 

（２）政府が負担した特例掛金相当額の総額 ・・・・・・・・・・・・・・・・０円 
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Ⅱ－３ 平成20年10月１日から平成21年３月31日までに年金記録の訂正のあっせんを

行ったものについての状況 

１ 年金記録確認中央第三者委員会及び年金記録確認地方第三者委員会における調査

審議の結果の概要 

総務大臣が社会保険庁長官に対して行った年金記録の訂正のあっせんのうち厚

生年金保険関係の件数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,120件 

（１）厚生年金保険法に係る年金記録の訂正のあっせん件数・・・・・・・1,080件 

① 上記あっせんのうち、事業主が保険料を納付する義務を履行したと認められ

る事案・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１件 

② 上記あっせんのうち、保険料徴収権の時効消滅前に事業主から資格取得等の

届出があったと認められる事案・・・・・・・・・・・・・・・・・・522件 

③ 上記あっせんのうち、脱退手当金を受給していなかったと認められる事案 

・・・・・551件 

④ 上記あっせんのうち、①から③までのいずれにも該当しない事案・・・７件 

（２）厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に係る年金記

録の訂正のあっせん件数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4,090件 

① 上記あっせんのうち、事業主が保険料を納付する義務を履行しなかったと認

められる事案・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,473件 

② 上記あっせんのうち、事業主が保険料を納付する義務を履行したかどうか明

らかでないと認められる事案・・・・・・・・・・・・・・・・・・・670件 

（注） 一つのあっせんが厚生年金保険法と厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関す

る法律の両法律に係るものが50件あり、当該あっせんについては、「総務大臣が社会保険庁長官

に対して行った年金記録の訂正のあっせんのうち厚生年金保険関係の件数」においては、１件と

計上し、法律別の内訳（上記（１）及び（２））においては、それぞれに計上している。 

上記（１）②及び③については、一つのあっせんが二つの事案に該当すると認められるものが１

件あり、それぞれの事案に計上している。また、上記（２）①及び②については、一つのあっせ

んが二つの事案に該当すると認められるものが53件あり、それぞれの事案に計上している。 

 

２ 社会保険庁長官が行った特例対象者に係る確認等の件数・・・・・・・4,090件 

 

３ 特例納付保険料の納付の状況等 

（１）特例納付保険料の額の総額・・・・・・・・・・・・・・・・344,394,625円 

（２）特例納付保険料の納付を勧奨した件数・・・・・・・・・・・・・・ 3,258件 

（３）特例納付保険料を納付する旨の申出があった件数 ・・・・・・・・・1,975件 

（４）特例納付保険料の納付の状況 

① 特例納付保険料の納付が行われた件数・・・・・・・・・・・・・1,827件 

② 納付が行われた特例納付保険料の額の総額・・・・・・・・269,283,911円 

③ 特例納付保険料の納付が行われていない件数・・・・・・・・・  2,415件 
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④ 納付が行われていない特例納付保険料の額の総額・・・・・ 75,110,714円 

（５）公表した件数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 64件 

（６）上記（５）の公表をした後、再び特例納付保険料の納付を勧奨した件数・ ７件 

 

４ 国が負担した特例対象者に係る特例納付保険料相当額の総額等 

（１）特例納付保険料相当額を国が負担した件数・・・・・・・・・・・・・・ ３件 

（２）国が負担した特例納付保険料相当額の総額・・・・・・・・・・316,465円 

 

５ 厚生年金基金が行った特例対象加入員に係る確認等の件数 ・・・・・・・  ５件 

 

６ 未納掛金等の納付の状況等 

（１）未納掛金等の額の総額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 306,533円 

（２）未納掛金等の納付を勧奨した件数 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５件 

（３）未納掛金等を納付する旨の申出があった件数 ・・・・・・・・・・・・ ３件 

（４）未納掛金の納付の状況 

  ① 未納掛金等の納付が行われた件数 ・・・・・・・・・・・・・・・・ ３件 

  ② 納付が行われた未納掛金等の額の総額 ・・・・・・・・・・・・ 73,248円 

  ③ 未納掛金等の納付が行われていない件数 ・・・・・・・・・・・・・ ２件 

  ④ 納付が行われていない未納掛金等の額の総額・・・・・・・・・ 233,285円 

（５）公表した件数 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １件 

（６）上記（５）の公表をした後、再び未納掛金等の納付を勧奨した件数 ・・ ０件 

 

７ 政府が負担した特例対象加入員に係る未納掛金等相当額の総額等 

（１）未納掛金等相当額を政府が負担した件数 ・・・・・・・・・・・・・・ ０件 

（２）政府が負担した未納掛金等相当額の総額 ・・・・・・・・・・・・・・ ０円 

 

８ 企業年金連合会が行った特例対象解散基金加入員に係る確認等の件数 ・・ ２件 

 

９ 特例掛金の納付の状況等 

（１）特例掛金の額の総額 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22,084円 

（２）特例掛金の納付を勧奨した件数 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２件 

（３）特例掛金を納付する旨の申出があった件数 ・・・・・・・・・・・・・ ２件 

（４）特例掛金の納付の状況 

  ① 特例掛金の納付が行われた件数 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２件 

  ② 納付が行われた未納掛金の額の総額 ・・・・・・・・・・・・・ 22,084円 

  ③ 特例掛金の納付が行われていない件数 ・・・・・・・・・・・・・・ ０件 

  ④ 納付が行われていない特例掛金の額の総額 ・・・・・・・・・・ ・・ ０円 
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（５）公表した件数 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ０件 

（６）上記（５）の公表をした後、再び特例掛金の納付を勧奨した件数 ・・・ ０件 

 

10 政府が負担した特例対象解散基金加入員に係る特例掛金相当額の総額等 

（１）特例掛金相当額を政府が負担した件数 ・・・・・・・・・・・・・・・ ０件 

（２）政府が負担した特例掛金相当額の総額 ・・・・・・・・・・・・・・・ ０円 
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Ⅱ－４ 平成21年４月１日から平成21年９月30日までに年金記録の訂正のあっせんを

行ったものについての状況 

１ 年金記録確認中央第三者委員会及び年金記録確認地方第三者委員会における調査

審議の結果の概要 

総務大臣が社会保険庁長官に対して行った年金記録の訂正のあっせんのうち厚

生年金保険関係の件数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7,938件 

（１）厚生年金保険法に係る年金記録の訂正のあっせん件数・・・・・・・1,550件 

① 上記あっせんのうち、事業主が保険料を納付する義務を履行したと認められ

る事案・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・０件 

② 上記あっせんのうち、保険料徴収権の時効消滅前に事業主から資格取得等の

届出があったと認められる事案・・・・・・・・・・・・・・・・・1,300件 

③ 上記あっせんのうち、脱退手当金を受給していなかったと認められる事案 

・・・・・227件 

④ 上記あっせんのうち、①から③までのいずれにも該当しない事案・・26件 

（２）厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に係る年金記

録の訂正のあっせん件数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6,526件 

① 上記あっせんのうち、事業主が保険料を納付する義務を履行しなかったと認

められる事案・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,604件 

② 上記あっせんのうち、事業主が保険料を納付する義務を履行したかどうか明

らかでないと認められる事案・・・・・・・・・・・・・・・・・・・999件 

（注） 一つのあっせんが厚生年金保険法と厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関す

る法律の両法律に係るものが138件あり、当該あっせんについては、「総務大臣が社会保険庁長官

に対して行った年金記録の訂正のあっせんのうち厚生年金保険関係の件数」においては、１件と

計上し、法律別の内訳（上記（１）及び（２））においては、それぞれに計上している。 

上記（１）②、③及び④については、一つのあっせんが二つの事案に該当すると認められるもの

が３件あり、それぞれの事案に計上している。また、上記（２）①及び②については、一つのあ

っせんが二つの事案に該当すると認められるものが77件あり、それぞれの事案に計上している。 

 

２ 社会保険庁長官が行った特例対象者に係る確認等の件数・・・・・・・6,526件 

 

３ 特例納付保険料の納付の状況等 

（１）特例納付保険料の額の総額・・・・・・・・・・・・・・・・321,536,786円 

（２）特例納付保険料の納付を勧奨した件数・・・・・・・・・・・・・・ 3,190件 

（３）特例納付保険料を納付する旨の申出があった件数 ・・・・・・・・・2,942件 

（４）特例納付保険料の納付の状況 

① 特例納付保険料の納付が行われた件数・・・・・・・・・・・・・2,799件 

② 納付が行われた特例納付保険料の額の総額・・・・・・・195,855,480円 

  ③ 特例納付保険料の納付が行われていない件数・・・・・・・・・・ 4,009件 



- 14 - 

 

④ 納付が行われていない特例納付保険料の額の総額・・・・・125,681,306円 

（５）公表した件数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 106件 

（６）上記（５）の公表をした後、再び特例納付保険料の納付を勧奨した件数・ ２件 

 

４ 国が負担した特例対象者に係る特例納付保険料相当額の総額等 

（１）特例納付保険料相当額を国が負担した件数・・・・・・・・・・・・・・ ０件 

（２）国が負担した特例納付保険料相当額の総額・・・・・・・・・・・・・・ ０円 

 

５ 厚生年金基金が行った特例対象加入員に係る確認等の件数 ・・・・・・・  ９件 

 

６ 未納掛金等の納付の状況等 

（１）未納掛金等の額の総額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 473,394円 

（２）未納掛金等の納付を勧奨した件数 ・・・・・・・・・・・・・・・・・  ９件 

（３）未納掛金等を納付する旨の申出があった件数 ・・・・・・・・・・・・  ８件 

（４）未納掛金の納付の状況 

  ① 未納掛金等の納付が行われた件数 ・・・・・・・・・・・・・・・・  ７件 

  ② 納付が行われた未納掛金等の額の総額 ・・・・・・・・・・・・149,494円 

  ③ 未納掛金等の納付が行われていない件数 ・・・・・・・・・・・・・・２件 

  ④ 納付が行われていない未納掛金等の額の総額・・・・・・・・・ 323,900円 

（５）公表した件数 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ０件 

（６）上記（５）の公表をした後、再び未納掛金等の納付を勧奨した件数 ・・ ０件 

 

７ 政府が負担した特例対象加入員に係る未納掛金等相当額の総額等 

（１）未納掛金等相当額を政府が負担した件数 ・・・・・・・・・・・・・・ ０件 

（２）政府が負担した未納掛金等相当額の総額 ・・・・・・・・・・・・・・ ０円 

 

８ 企業年金連合会が行った特例対象解散基金加入員に係る確認等の件数 ・・ ６件 

 

９ 特例掛金の納付の状況等 

（１）特例掛金の額の総額 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 72,036円 

（２）特例掛金の納付を勧奨した件数 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４件 

（３）特例掛金を納付する旨の申出があった件数 ・・・・・・・・・・・・・ ４件 

（４）特例掛金の納付の状況 

  ① 特例掛金の納付が行われた件数 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４件 

  ② 納付が行われた未納掛金の額の総額 ・・・・・・・・・・・・・ 72,036円 

  ③ 特例掛金の納付が行われていない件数 ・・・・・・・・・・・・・・ ０件 

  ④ 納付が行われていない特例掛金の額の総額 ・・・・・・・・・・・・・０円 
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（５）公表した件数 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ０件 

（６）上記（５）の公表をした後、再び特例掛金の納付を勧奨した件数 ・・・ ０件 

 

10 政府が負担した特例対象解散基金加入員に係る特例掛金相当額の総額等 

（１）特例掛金相当額を政府が負担した件数 ・・・・・・・・・・・・・・・ ０件 

（２）政府が負担した特例掛金相当額の総額 ・・・・・・・・・・・・・・・ ０円 
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Ⅱ－５ 平成21年10月１日から平成22年３月31日までに年金記録の訂正のあっせんを

行ったものについての状況 

１ 年金記録確認中央第三者委員会及び年金記録確認地方第三者委員会における調査

審議の結果の概要 

総務大臣が厚生労働大臣（平成21年12月31日までは社会保険庁長官）に対して行

った年金記録の訂正のあっせんのうち厚生年金保険関係の件数・・・・・11,448件 

（１）厚生年金保険法に係る年金記録の訂正のあっせん件数・・・・・・・2,448件 

① 上記あっせんのうち、事業主が保険料を納付する義務を履行したと認められ

る事案・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・０件 

② 上記あっせんのうち、保険料徴収権の時効消滅前に事業主から資格取得等の

届出があったと認められる事案・・・・・・・・・・・・・・・・・2,135件 

③ 上記あっせんのうち、脱退手当金を受給していなかったと認められる事案 

・・・・・271件 

④ 上記あっせんのうち、①から③までのいずれにも該当しない事案・・51件 

（２）厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に係る年金記

録の訂正のあっせん件数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9,226件 

① 上記あっせんのうち、事業主が保険料を納付する義務を履行しなかったと認

められる事案・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7,951件 

② 上記あっせんのうち、事業主が保険料を納付する義務を履行したかどうか明

らかでないと認められる事案・・・・・・・・・・・・・・・・・1,411件 

（注） 一つのあっせんが厚生年金保険法と厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関す

る法律の両法律に係るものが226件あり、当該あっせんについては、「総務大臣が厚生労働大臣（平

成21年12月31日までは社会保険庁長官）に対して行った年金記録の訂正のあっせんのうち厚生年

金保険関係の件数」においては、１件と計上し、法律別の内訳（上記（１）及び（２））におい

ては、それぞれに計上している。 

上記（１）②、③及び④については、一つのあっせんが二つの事案に該当すると認められるもの

が９件あり、それぞれの事案に計上している。また、上記（２）①及び②については、一つのあ

っせんが二つの事案に該当すると認められるものが136件あり、それぞれの事案に計上している。 

 

２ 厚生労働大臣（平成21年12月31日までは社会保険庁長官）が行った特例対象者に

係る確認等の件数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9,226件 

 

３ 特例納付保険料の納付の状況等 

（１）特例納付保険料の額の総額・・・・・・・・・・・・・・・・946,755,392円 

（２）特例納付保険料の納付を勧奨した件数・・・・・・・・・・・・・・ 6,868件 

（３）特例納付保険料を納付する旨の申出があった件数 ・・・・・・・・・6,057件 

（４）特例納付保険料の納付の状況 

① 特例納付保険料の納付が行われた件数・・・・・・・・・・・・・4,964件 
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② 納付が行われた特例納付保険料の額の総額・・・・・・・816,629,015円 

  ③ 特例納付保険料の納付が行われていない件数・・・・・・・・・・ 4,651件 

④ 納付が行われていない特例納付保険料の額の総額・・・・・130,126,377円 

（５）公表した件数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 80件 

（６）上記（５）の公表をした後、再び特例納付保険料の納付を勧奨した件数・ ２件 

 

４ 国が負担した特例対象者に係る特例納付保険料相当額の総額等 

（１）特例納付保険料相当額を国が負担した件数・・・・・・・・・・・・・・ ０件 

（２）国が負担した特例納付保険料相当額の総額・・・・・・・・・・・・・・ ０円 

 

５ 厚生年金基金が行った特例対象加入員に係る確認等の件数 ・・・・・・・ 68件 

 

６ 未納掛金等の納付の状況等 

（１）未納掛金等の額の総額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1,189,128円 

（２）未納掛金等の納付を勧奨した件数 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 43件 

（３）未納掛金等を納付する旨の申出があった件数 ・・・・・・・・・・・・ 33件 

（４）未納掛金の納付の状況 

  ① 未納掛金等の納付が行われた件数 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 31件 

  ② 納付が行われた未納掛金等の額の総額 ・・・・・・・・・・・・431,059円 

  ③ 未納掛金等の納付が行われていない件数 ・・・・・・・・・・・・・ 12件 

  ④ 納付が行われていない未納掛金等の額の総額・・・・・・・・・ 758,069円 

（５）公表した件数 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １件 

（６）上記（５）の公表をした後、再び未納掛金等の納付を勧奨した件数 ・・ １件 

 

７ 政府が負担した特例対象加入員に係る未納掛金等相当額の総額等 

（１）未納掛金等相当額を政府が負担した件数 ・・・・・・・・・・・・・・ ０件 

（２）政府が負担した未納掛金等相当額の総額 ・・・・・・・・・・・・・・ ０円 

 

８ 企業年金連合会が行った特例対象解散基金加入員に係る確認等の件数 ・・ ７件 

 

９ 特例掛金の納付の状況等 

（１）特例掛金の額の総額 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 88,600円 

（２）特例掛金の納付を勧奨した件数 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ６件 

（３）特例掛金を納付する旨の申出があった件数 ・・・・・・・・・・・・・ ６件 

（４）特例掛金の納付の状況 

  ① 特例掛金の納付が行われた件数 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ ６件 

  ② 納付が行われた未納掛金の額の総額 ・・・・・・・・・・・・・ 88,600円 
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  ③ 特例掛金の納付が行われていない件数 ・・・・・・・・・・・・・・ ０件 

  ④ 納付が行われていない特例掛金の額の総額 ・・・・・・・・・・・・ ０円 

（５）公表した件数 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ０件 

（６）上記（５）の公表をした後、再び特例掛金の納付を勧奨した件数 ・・・ ０件 

 

10 政府が負担した特例対象解散基金加入員に係る特例掛金相当額の総額等 

（１）特例掛金相当額を政府が負担した件数 ・・・・・・・・・・・・・・・ ０件 

（２）政府が負担した特例掛金相当額の総額 ・・・・・・・・・・・・・・・ ０円 
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Ⅱ－６ 平成22年４月１日から平成22年９月30日までに年金記録の訂正のあっせんを

行ったものについての状況 

１ 年金記録確認中央第三者委員会及び年金記録確認地方第三者委員会における調査

審議の結果の概要 

総務大臣が厚生労働大臣に対して行った年金記録の訂正のあっせんのうち厚生

年金保険関係の件数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10,597件 

（１）厚生年金保険法に係る年金記録の訂正のあっせん件数・・・・・・・1,912件 

① 上記あっせんのうち、事業主が保険料を納付する義務を履行したと認められ

る事案・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・０件 

② 上記あっせんのうち、保険料徴収権の時効消滅前に事業主から資格取得等の

届出があったと認められる事案・・・・・・・・・・・・・・・・・1,577件 

③ 上記あっせんのうち、脱退手当金を受給していなかったと認められる事案 

・・・・・225件 

④ 上記あっせんのうち、①から③までのいずれにも該当しない事案・・125件 

（２）厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に係る年金記

録の訂正のあっせん件数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8,933件 

① 上記あっせんのうち、事業主が保険料を納付する義務を履行しなかったと認

められる事案・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7,609件 

② 上記あっせんのうち、事業主が保険料を納付する義務を履行したかどうか明

らかでないと認められる事案・・・・・・・・・・・・・・・・・1,471件 

（注） 一つのあっせんが厚生年金保険法と厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関す

る法律の両法律に係るものが248件あり、当該あっせんについては、「総務大臣が厚生労働大臣に

対して行った年金記録の訂正のあっせんのうち厚生年金保険関係の件数」においては、１件と計

上し、法律別の内訳（上記（１）及び（２））においては、それぞれに計上している。 

上記（１）②、③及び④については、一つのあっせんが二つの事案に該当すると認められるもの

が15件あり、それぞれの事案に計上している。また、上記（２）①及び②については、一つのあ

っせんが二つの事案に該当すると認められるものが147件あり、それぞれの事案に計上している。 

 

２ 厚生労働大臣が行った特例対象者に係る確認等の件数・・・・・・・・8,933件 

 

３ 特例納付保険料の納付の状況等 

（１）特例納付保険料の額の総額・・・・・・・・・・・・・・・・495,586,286円 

（２）特例納付保険料の納付を勧奨した件数・・・・・・・・・・・・・・ 6,086件 

（３）特例納付保険料を納付する旨の申出があった件数 ・・・・・・・・・5,133件 

（４）特例納付保険料の納付の状況 

① 特例納付保険料の納付が行われた件数・・・・・・・・・・・・・3,550件 

② 納付が行われた特例納付保険料の額の総額・・・・・・・342,573,798円 

  ③ 特例納付保険料の納付が行われていない件数・・・・・・・・・・ 5,547件 
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④ 納付が行われていない特例納付保険料の額の総額・・・・・153,012,488円 

（５）公表した件数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 24件 

（６）上記（５）の公表をした後、再び特例納付保険料の納付を勧奨した件数・ ０件 

 

４ 国が負担した特例対象者に係る特例納付保険料相当額の総額等 

（１）特例納付保険料相当額を国が負担した件数・・・・・・・・・・・・・・ ０件 

（２）国が負担した特例納付保険料相当額の総額・・・・・・・・・・・・・・ ０円 

 

５ 厚生年金基金が行った特例対象加入員に係る確認等の件数 ・・・・・・・616件 

 

６ 未納掛金等の納付の状況等 

（１）未納掛金等の額の総額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14,221,012円 

（２）未納掛金等の納付を勧奨した件数 ・・・・・・・・・・・・・・・・・403件 

（３）未納掛金等を納付する旨の申出があった件数 ・・・・・・・・・・・・351件 

（４）未納掛金の納付の状況 

  ① 未納掛金等の納付が行われた件数 ・・・・・・・・・・・・・・・・340件 

  ② 納付が行われた未納掛金等の額の総額 ・・・・・・・・・・ 11,558,579円 

  ③ 未納掛金等の納付が行われていない件数 ・・・・・・・・・・・・・ 63件 

  ④ 納付が行われていない未納掛金等の額の総額・・・・・・・・ 2,662,433円 

（５）公表した件数 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ０件 

（６）上記（５）の公表をした後、再び未納掛金等の納付を勧奨した件数 ・・ ０件 

 

７ 政府が負担した特例対象加入員に係る未納掛金等相当額の総額等 

（１）未納掛金等相当額を政府が負担した件数 ・・・・・・・・・・・・・・ ０件 

（２）政府が負担した未納掛金等相当額の総額 ・・・・・・・・・・・・・・ ０円 

 

８ 企業年金連合会が行った特例対象解散基金加入員に係る確認等の件数 ・・ 39件 

 

９ 特例掛金の納付の状況等 

（１）特例掛金の額の総額 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,572,392円 

（２）特例掛金の納付を勧奨した件数 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25件 

（３）特例掛金を納付する旨の申出があった件数 ・・・・・・・・・・・・・ 18件 

（４）特例掛金の納付の状況 

  ① 特例掛金の納付が行われた件数 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18件 

  ② 納付が行われた未納掛金の額の総額 ・・・・・・・・・・・・・312,172円 

  ③ 特例掛金の納付が行われていない件数 ・・・・・・・・・・・・・・ ７件 

  ④ 納付が行われていない特例掛金の額の総額 ・・・・・・・・・1,260,220円 
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（５）公表した件数 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ０件 

（６）上記（５）の公表をした後、再び特例掛金の納付を勧奨した件数 ・・・ ０件 

 

10 政府が負担した特例対象解散基金加入員に係る特例掛金相当額の総額等 

（１）特例掛金相当額を政府が負担した件数 ・・・・・・・・・・・・・・・ ０件 

（２）政府が負担した特例掛金相当額の総額 ・・・・・・・・・・・・・・・ ０円 
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参照条文 

 

厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（平成十九年法律

第百三十一号）（抄） 

 

（国会への報告）  

第十五条 政府は、おおむね六月に一回、国会に、厚生年金保険法第二十八条の規定

により記録した事項の訂正が行われた各事案についての第一条第一項に規定する

機関が行った調査審議の結果の概要（当該事案が、同項の事業主が同法第八十二条

第二項の保険料を納付する義務を履行したと認められる場合、当該事業主が当該義

務を履行しなかったと認められる場合又は当該事業主が当該義務を履行したかど

うか明らかでないと認められる場合のいずれに該当するかに関する事項を含む。）、

厚生労働大臣が行った特例対象者に係る第一条第一項に規定する確認等の件数、特

例納付保険料の納付の状況、国が負担した特例対象者に係る特例納付保険料の額に

相当する額の総額その他この法律の施行の状況についての報告を提出しなければ

ならない。  

 

（保険給付等に関する特例等）  

第一条 国家行政組織法（昭和二十三年法律第百二十号）第八条に規定する機関であ

って年金記録に関する事項の調査審議を専門的に行うものの調査審議の結果とし

て、厚生年金保険法（昭和二十九年法律第百十五号）第二十七条に規定する事業主

が、同法第八十四条第一項又は第二項の規定により被保険者の負担すべき保険料を

控除した事実があるにもかかわらず、当該被保険者に係る同法第八十二条第二項の

保険料を納付する義務を履行したことが明らかでない場合（当該保険料（以下「未

納保険料」という。）を徴収する権利が時効によって消滅する前に同法第二十七条

の規定による届出又は同法第三十一条第一項の規定による確認の請求があった場

合を除き、未納保険料を徴収する権利が時効によって消滅している場合に限る。）

に該当するとの当該機関の意見があった場合には、厚生労働大臣は、当該意見を尊

重し、遅滞なく、未納保険料に係る期間を有する者（以下「特例対象者」という。）

に係る同法の規定による被保険者の資格の取得及び喪失の確認又は標準報酬月額

若しくは標準賞与額の改定若しくは決定（以下この条及び次条において「確認等」

という。）を行うものとする。ただし、特例対象者が、当該事業主が当該義務を履

行していないことを知り、又は知り得る状態であったと認められる場合には、この

限りでない。  

２ 厚生労働大臣は、特例対象者に係る確認等を行ったときは、厚生年金保険法第二

十八条の規定により記録した事項の訂正を行うものとする。  

３ 前項の訂正が行われた場合における厚生年金保険法第七十五条ただし書の規定
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（他の法令において引用し、又は準用する場合を含む。）の適用については、未納

保険料を徴収する権利が時効によって消滅する前に同法第二十七条の規定による

届出があったものとし、厚生労働大臣が確認等を行った特例対象者の厚生年金保険

の被保険者であった期間について同法による保険給付（これに相当する給付を含む。

以下同じ。）を行うものとする。  

４～７ （略） 

 

（特例納付保険料の納付等）  

第二条 厚生労働大臣が特例対象者に係る確認等を行った場合には、当該特例対象者

を使用し、又は使用していた前条第一項の事業主（当該事業主の事業を承継する者

及び当該事業主であった個人を含む。以下「対象事業主」という。）は、厚生労働

省令で定めるところにより、特例納付保険料として、未納保険料に相当する額に厚

生労働省令で定める額を加算した額を納付することができる。  

２ 厚生労働大臣は、対象事業主に対して、前項の特例納付保険料（以下「特例納付

保険料」という。）の納付を勧奨しなければならない。ただし、やむを得ない事情

のため当該勧奨を行うことができない場合は、この限りでない。  

３ 第一項の場合において、対象事業主（法人である対象事業主に限る。）に係る事

業が廃止されているときその他やむを得ない事情のため前項の規定による勧奨を

行うことができないときは、当該法人の役員（業務を執行する社員、取締役、執行

役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であ

るかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ず

る者と同等以上の支配力を有すると認められる者を含む。）であった者は、厚生労

働省令で定めるところにより、特例納付保険料を納付することができる。  

４ 厚生労働大臣は、第二項の規定による勧奨を行うことができない場合においては、

前項の役員であった者に対して、特例納付保険料の納付を勧奨しなければならない。

ただし、やむを得ない事情のため当該勧奨を行うことができない場合は、この限り

でない。  

５ 厚生労働大臣は、次条の規定による公表を行う前に第二項又は前項の規定による

勧奨を行う場合（特例対象者に係る厚生年金保険法第八十二条第二項の保険料を納

付する義務が履行されたかどうか明らかでないと認められる場合において第二項

又は前項の規定による勧奨を行うときを除く。）には、対象事業主又は第三項の役

員であった者に対して、厚生労働大臣が定める期限までに次項の規定による申出を

行わないときは次条の規定による公表を行う旨を、併せて通知するものとする。  

６ 対象事業主又は第三項の役員であった者は、第二項又は第四項の規定による勧奨

を受けた場合には、未納保険料に係るすべての期間に係る特例納付保険料を納付す

る旨を、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対し書面により申し

出ることができる。  
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７ 対象事業主又は第三項の役員であった者は、前項の規定による申出を行った場合

には、厚生労働大臣が定める納期限までに、同項に規定する特例納付保険料を納付

しなければならない。  

８ 前項の場合において、特例納付保険料は、厚生年金保険法の規定の例により徴収

する。  

９ 国は、毎年度、厚生労働大臣が特例対象者に係る確認等を行った場合（特例対象

者に係る厚生年金保険法第八十二条第二項の保険料を納付する義務が履行された

かどうか明らかでないと認められる場合において当該特例対象者に係る確認等を

行ったときを除く。）であって次条（同条第一号ロ又は第二号ロに係る部分を除く。

第一号において同じ。）の規定による公表を行ったときにおいて、その後に次の各

号に掲げる場合に該当するときは、当該特例対象者に係る特例納付保険料の額に相

当する額の総額を負担する。  

一 次条の規定による公表を行った後において厚生労働大臣が定める期限までに

第六項の規定による申出が行われなかった場合（次号の場合を除く。）  

二 次のいずれかに該当するとき。  

イ 厚生労働省令で定める期限までに第二項の規定による勧奨を行うことがで

きない場合（ロに掲げる場合及び第四項の規定による勧奨を行った場合を除

く。） 

ロ イに規定する厚生労働省令で定める期限までに第二項及び第四項の規定に

よる勧奨を行うことができない場合 

１０～１２ （略） 

１３  国は、第九項の規定により特例対象者に係る特例納付保険料の額に相当する

額を負担したときは、その負担した金額の限度において、前条第一項の事業主が

当該特例対象者に係る厚生年金保険法第二十七条の規定による届出をしなかっ

たこと又は同法第八十四条第一項若しくは第二項の規定により当該特例対象者

の負担すべき保険料を控除したにもかかわらず当該特例対象者に係る同法第八

十二条第二項の保険料を納付する義務を履行しなかったことに起因する当該特

例対象者が当該事業主に対して有する金銭の給付を目的とする請求権を取得す

る。  

 

（公表）  

第三条 厚生労働大臣は、政府が管掌する厚生年金保険事業及び国民年金事業の適正

な運営並びに厚生年金保険制度及び国民年金制度に対する国民の信頼の確保を図

るため、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項その他第一条第

一項に規定する場合において厚生労働大臣が講ずる措置で厚生労働省令で定める

ものの結果を、インターネットの利用その他の適切な方法により随時公表しなけれ

ばならない。  
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一 対象事業主に対して前条第二項の規定による勧奨を行った場合（特例対象者に

係る厚生年金保険法第八十二条第二項の保険料を納付する義務が履行されたか

どうか明らかでないと認められる場合において前条第二項の規定による勧奨を

行ったときを除く。）において、イ又はロに掲げる場合に該当するとき。 当該

対象事業主の氏名又は名称  

イ 当該対象事業主が前条第五項の期限までに同条第六項の規定による申出を

行わなかった場合 

ロ 当該対象事業主が前条第五項の期限までに同条第六項の規定による申出を

行ったが、同条第七項の規定に違反して、同項の納期限までに特例納付保険

料を納付しない場合 

二 前条第三項の役員であった者に対して同条第四項の規定による勧奨を行った

場合（特例対象者に係る厚生年金保険法第八十二条第二項の保険料を納付する義

務が履行されたかどうか明らかでないと認められる場合において前条第四項の

規定による勧奨を行ったときを除く。）において、イ又はロに掲げる場合に該当

するとき。 当該役員であった者（厚生労働省令で定める者を除く。）の氏名  

イ 当該役員であった者が前条第五項の期限までに同条第六項の規定による申

出を行わなかった場合 

ロ 当該役員であった者が前条第五項の期限までに同条第六項の規定による申

出を行ったが、同条第七項の規定に違反して、同項の納期限までに特例納付

保険料を納付しない場合 

三 イ又はロに掲げる場合に該当するとき。 当該対象事業主の氏名又は名称 

イ 前条第二項の規定による勧奨を行うことができない場合（ロに掲げる場合、

同条第四項の規定による勧奨を行った場合及び特例対象者に係る厚生年金保

険法第八十二条第二項の保険料を納付する義務が履行されたかどうか明らか

でないと認められる場合において前条第二項の規定による勧奨を行うことが

できないときを除く。） 

ロ 前条第二項及び第四項の規定による勧奨を行うことができない場合（特例

対象者に係る厚生年金保険法第八十二条第二項の保険料を納付する義務が履

行されたかどうか明らかでないと認められる場合において前条第二項及び第

四項の規定による勧奨を行うことができないときを除く。） 

 

（厚生年金基金による老齢年金給付に関する特例等） 

第四条 厚生年金基金（以下「基金」という。）の設立事業所の事業主であって、第

一条第六項の通知を受けたもの又は同条第七項の公告をされたものが、厚生年金保

険法第百四十一条第一項の規定により準用される同法第八十四条第一項又は第二

項の規定により加入員の負担すべき掛金を控除した事実があるにもかかわらず、当

該加入員に係る同法第百三十九条第四項の掛金を納付する義務を履行したことが
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明らかでない場合（当該掛金（免除保険料（当該掛金の算定の基礎となる期間に係

る標準報酬月額及び標準賞与額に当該期間に係る同法第八十一条の三第一項に規

定する免除保険料率を乗じて得た額をいう。）に相当する部分に限る。以下「未納

掛金」という。）を徴収する権利について同法第百七十条第一項に規定する時効の

期間が経過する前に同法第百二十八条の規定による届出があった場合を除き、未納

掛金を徴収する権利について同法第百七十条第一項に規定する時効の期間が経過

している場合に限る。）には、基金は、遅滞なく、未納掛金に係る期間を有する者

（以下「特例対象加入員」という。）に係る加入員の資格の取得及び喪失の確認（以

下この条及び次条において「確認」という。）又は同法第百二十九条第五項の規定

による標準給与の改定若しくは決定（以下この条及び次条において「改定等」とい

う。）を行うものとする。ただし、特例対象加入員が、当該事業主が当該義務を履

行していないことを知り、又は知り得る状態であったと認められる場合には、この

限りでない。 

２～６ （略） 

 

（未納掛金の納付等） 

第五条 基金が特例対象加入員に係る確認又は改定等を行った場合には、当該特例対

象加入員を使用し、又は使用していた前条第一項に規定する事業主（当該事業主の

事業を承継する者（当該基金の設立事業所の事業主であるものを除く。以下この項

において「事業承継事業主」という。）及び当該事業主であった個人を含む。以下

「対象設立事業主」という。）は、厚生労働省令で定めるところにより、未納掛金

（事業承継事業主については、未納掛金に相当する額。次項及び次条第一項第一号

ロにおいて同じ。）を納付することができる。 

２ 基金は、対象設立事業主に対して、未納掛金の納付を勧奨しなければならない。

ただし、やむを得ない事情のため当該勧奨を行うことができない場合は、この限り

でない。 

３ 第一項の場合において、対象設立事業主（法人である対象設立事業主に限る。）

に係る事業が廃止されているときその他やむを得ない事情のため前項の規定によ

る勧奨を行うことができないときは、当該法人の役員（業務を執行する社員、取締

役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有す

る者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれ

らに準ずる者と同等以上の支配力を有すると認められる者を含む。）であった者は、

厚生労働省令で定めるところにより、未納掛金に相当する額を納付することができ

る。 

４ 基金は、第二項の規定による勧奨を行うことができない場合においては、前項の

役員であった者に対して、未納掛金に相当する額の納付を勧奨しなければならない。

ただし、やむを得ない事情のため当該勧奨を行うことができない場合は、この限り
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でない。 

５ 基金は、次条第一項の規定による公表を行う前に第二項又は前項の規定による勧

奨を行う場合（特例対象加入員に係る厚生年金保険法第百三十九条第四項の掛金を

納付する義務が履行されたかどうか明らかでないと認められる場合において第二

項又は前項の規定による勧奨を行うときを除く。）には、対象設立事業主又は第三

項の役員であった者に対して、基金が定める期限までに次項の規定による申出を行

わないときは次条第一項の規定による公表を行う旨を、併せて通知するものとする。 

６ 対象設立事業主又は第三項の役員であった者は、第二項又は第四項の規定による

勧奨を受けた場合には、前条第一項の未納掛金に係る期間のすべての期間に係る未

納掛金又は未納掛金に相当する額（以下この条において「未納掛金等」という。）

を納付する旨を、厚生労働省令で定めるところにより、基金に対し書面により申し

出ることができる。 

７ 対象設立事業主又は第三項の役員であった者は、前項の規定による申出を行った

場合には、基金が定める納期限までに、同項に規定する未納掛金等を納付しなけれ

ばならない。 

８ 前項の場合において、未納掛金に相当する額は、基金の掛金の例により徴収する。 

９ 政府は、毎年度、基金が特例対象加入員に係る確認又は改定等を行った場合（特

例対象加入員に係る厚生年金保険法第百三十九条第四項の掛金を納付する義務が

履行されたかどうか明らかでないと認められる場合において当該特例対象加入員

に係る確認又は改定等を行ったときを除く。）であって次条第一項（同項第一号ロ

又は第二号ロに係る部分を除く。第一号において同じ。）の規定による公表を行っ

たときにおいて、その後に次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該特例対象

加入員に係る未納掛金等の額に相当する額の総額を、当該基金に対し交付する。 

一 次条第一項の規定による公表を行った後において基金が定める期限までに第

六項の規定による申出が行われなかった場合（次号の場合を除く。） 

二 次のいずれかに該当するとき。 

イ 厚生労働省令で定める期限までに第二項の規定による勧奨を行うことがで

きない場合（ロに掲げる場合及び第四項の規定による勧奨を行った場合を除

く。） 

ロ イに規定する厚生労働省令で定める期限までに第二項及び第四項の規定に

よる勧奨を行うことができない場合 

１０・１１ （略） 

１２ 政府は、第九項の規定により特例対象加入員に係る未納掛金の額に相当する額

を交付したときは、その交付した金額の限度において、前条第一項に規定する事業

主が当該特例対象加入員に係る厚生年金保険法第百二十八条の規定による届出を

しなかったこと又は同法第百四十一条第一項の規定により準用される同法第八十

四条第一項若しくは第二項の規定により当該特例対象加入員の負担すべき掛金を
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控除したにもかかわらず当該特例対象加入員に係る同法第百三十九条第四項の掛

金を納付する義務を履行しなかったことに起因する当該特例対象加入員が当該事

業主に対して有する金銭の給付を目的とする請求権を取得する。 

１３ （略） 

 

（公表） 

第六条 基金は、基金の事業の適正な運営及び厚生年金保険制度に対する国民の信頼

の確保を図るため、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項その

他第四条第一項に規定する場合において基金が講ずる措置で厚生労働省令で定め

るものの結果を、インターネットの利用その他の適切な方法により随時公表しなけ

ればならない。 

一 対象設立事業主に対して前条第二項の規定による勧奨を行った場合（特例対象

加入員に係る厚生年金保険法第百三十九条第四項の掛金を納付する義務が履行

されたかどうか明らかでないと認められる場合において前条第二項の規定によ

る勧奨を行ったときを除く。）において、イ又はロに掲げる場合に該当するとき。 

当該対象設立事業主の氏名又は名称 

イ 当該対象設立事業主が前条第五項の期限までに同条第六項の規定による申

出を行わなかった場合 

ロ 当該対象設立事業主が前条第五項の期限までに同条第六項の規定による申

出を行ったが、同条第七項の規定に違反して、同項の納期限までに未納掛金を

納付しない場合 

二 前条第三項の役員であった者に対して同条第四項の規定による勧奨を行った

場合（特例対象加入員に係る厚生年金保険法第百三十九条第四項の掛金を納付す

る義務が履行されたかどうか明らかでないと認められる場合において前条第四

項の規定による勧奨を行ったときを除く。）において、イ又はロに掲げる場合に

該当するとき。 当該役員であった者（厚生労働省令で定める者を除く。）の氏

名 

イ 当該役員であった者が前条第五項の期限までに同条第六項の規定による申

出を行わなかった場合 

ロ 当該役員であった者が前条第五項の期限までに同条第六項の規定による申

出を行ったが、同条第七項の規定に違反して、同項の納期限までに未納掛金に

相当する額を納付しない場合 

三 イ又はロに掲げる場合に該当するとき。当該対象設立事業主の氏名又は名称 

イ 前条第二項の規定による勧奨を行うことができない場合（ロに掲げる場合、

同条第四項の規定による勧奨を行った場合及び特例対象加入員に係る厚生年

金保険法第百三十九条第四項の掛金を納付する義務が履行されたかどうか明

らかでないと認められる場合において前条第二項の規定による勧奨を行うこ
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とができないときを除く。） 

ロ 前条第二項及び第四項の規定による勧奨を行うことができない場合（特例対

象加入員に係る厚生年金保険法第百三十九条第四項の掛金を納付する義務が

履行されたかどうか明らかでないと認められる場合において前条第二項及び

第四項の規定による勧奨を行うことができないときを除く。） 

２ （略） 

 

（企業年金連合会による老齢年金給付に関する特例等） 

第七条 解散した基金の設立事業所の事業主であって、第一条第六項の通知を受けた

もの又は同条第七項の公告をされたものが、厚生年金保険法第百四十一条第一項の

規定により準用される同法第八十四条第一項又は第二項の規定により解散した基

金の解散基金加入員（同法第百四十九条第一項に規定する解散基金加入員をいう。

以下この項において同じ。）の負担すべき掛金を控除した事実があるにもかかわら

ず、当該解散基金加入員に係る同法第百三十九条第四項の掛金を納付する義務を履

行したことが明らかでない場合（未納掛金を徴収する権利について同法第百七十条

第一項に規定する時効の期間が経過する前に同法第百二十八条の規定による届出

があった場合を除き、未納掛金を徴収する権利について同法第百七十条第一項に規

定する時効の期間が経過している場合に限る。）には、企業年金連合会（以下「連

合会」という。）は、遅滞なく、未納掛金に係る期間を有する者（以下「特例対象

解散基金加入員」という。）に係る加入員の資格の取得及び喪失の確認又は標準給

与の改定若しくは決定（以下この条及び次条において「確認等」という。）を行う

ものとする。ただし、特例対象解散基金加入員が、当該事業主が当該義務を履行し

ていないことを知り、又は知り得る状態であったと認められる場合には、この限り

でない。 

２～５ （略） 

 

（特例掛金の納付等） 

第八条 連合会が特例対象解散基金加入員に係る確認等を行った場合には、当該特例

対象解散基金加入員を使用し、又は使用していた前条第一項に規定する事業主（当

該事業主の事業を承継する者及び当該事業主であった個人を含む。以下「解散した

基金の対象設立事業主」という。）は、厚生労働省令で定めるところにより、特例

掛金として、未納掛金に相当する額を納付することができる。 

２ 連合会は、解散した基金の対象設立事業主に対して、前項の特例掛金（以下「特

例掛金」という。）の納付を勧奨しなければならない。ただし、やむを得ない事情

のため当該勧奨を行うことができない場合は、この限りでない。 

３ 第一項の場合において、解散した基金の対象設立事業主（法人である解散した基

金の対象設立事業主に限る。）に係る事業が廃止されているときその他やむを得な
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い事情のため前項の規定による勧奨を行うことができないときは、当該法人の役員

（業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧

問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社

員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有すると認められ

る者を含む。）であった者は、厚生労働省令で定めるところにより、特例掛金を納

付することができる。 

４ 連合会は、第二項の規定による勧奨を行うことができない場合においては、前項

の役員であった者に対して、特例掛金の納付を勧奨しなければならない。ただし、

やむを得ない事情のため当該勧奨を行うことができない場合は、この限りでない。 

５ 連合会は、次条第一項の規定による公表を行う前に第二項又は前項の規定による

勧奨を行う場合（特例対象解散基金加入員に係る厚生年金保険法第百三十九条第四

項の掛金を納付する義務が履行されたかどうか明らかでないと認められる場合に

おいて第二項又は前項の規定による勧奨を行うときを除く。）には、解散した基金

の対象設立事業主又は第三項の役員であった者に対して、連合会が定める期限まで

に次項の規定による申出を行わないときは次条第一項の規定による公表を行う旨

を、併せて通知するものとする。 

６ 解散した基金の対象設立事業主又は第三項の役員であった者は、第二項又は第四

項の規定による勧奨を受けた場合には、未納掛金に係るすべての期間に係る特例掛

金を納付する旨を、厚生労働省令で定めるところにより、連合会に対し書面により

申し出ることができる。 

７ 解散した基金の対象設立事業主又は第三項の役員であった者は、前項の規定によ

る申出を行った場合には、連合会が定める納期限までに、同項に規定する特例掛金

を納付しなければならない。 

８ 前項の場合において、特例掛金は、基金の掛金の例により徴収する。 

９ 政府は、毎年度、連合会が特例対象解散基金加入員に係る確認等を行った場合（特

例対象解散基金加入員に係る厚生年金保険法第百三十九条第四項の掛金を納付す

る義務が履行されたかどうか明らかでないと認められる場合において当該特例対

象解散基金加入員に係る確認等を行ったときを除く。）であって次条第一項（同項

第一号ロ又は第二号ロに係る部分を除く。第一号において同じ。）の規定による公

表を行ったときにおいて、その後に次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該

特例対象解散基金加入員に係る特例掛金の額に相当する額の総額を、連合会に対し

交付する。 

一 次条第一項の規定による公表を行った後において連合会が定める期限までに

第六項の規定による申出が行われなかった場合（次号の場合を除く。） 

二 次のいずれかに該当するとき。 

イ 厚生労働省令で定める期限までに第二項の規定による勧奨を行うことがで

きない場合（ロに掲げる場合及び第四項の規定による勧奨を行った場合を除
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く。） 

ロ イに規定する厚生労働省令で定める期限までに第二項及び第四項の規定に

よる勧奨を行うことができない場合 

１０・１１ （略） 

１２ 政府は、第九項の規定により特例対象解散基金加入員に係る特例掛金の額に相

当する額を交付したときは、その交付した金額の限度において、前条第一項に規定

する事業主が当該特例対象解散基金加入員に係る厚生年金保険法第百二十八条の

規定による届出をしなかったこと又は同法第百四十一条第一項の規定により準用

される同法第八十四条第一項若しくは第二項の規定により当該特例対象解散基金

加入員の負担すべき掛金を控除したにもかかわらず当該特例対象解散基金加入員

に係る同法第百三十九条第四項の掛金を納付する義務を履行しなかったことに起

因する当該特例対象解散基金加入員が当該事業主に対して有する金銭の給付を目

的とする請求権を取得する。 

１３ （略） 

 

（公表） 

第九条 連合会は、基金の事業の適正な運営及び厚生年金保険制度に対する国民の信

頼の確保を図るため、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項そ

の他第七条第一項に規定する場合において連合会が講ずる措置で厚生労働省令で

定めるものの結果を、インターネットの利用その他の適切な方法により随時公表し

なければならない。 

一 解散した基金の対象設立事業主に対して前条第二項の規定による勧奨を行っ

た場合（特例対象解散基金加入員に係る厚生年金保険法第百三十九条第四項の掛

金を納付する義務が履行されたかどうか明らかでないと認められる場合におい

て前条第二項の規定による勧奨を行ったときを除く。）において、イ又はロに掲

げる場合に該当するとき。 当該解散した基金の対象設立事業主の氏名又は名称 

イ 当該解散した基金の対象設立事業主が前条第五項の期限までに同条第六項

の規定による申出を行わなかった場合 

ロ 当該解散した基金の対象設立事業主が前条第五項の期限までに同条第六項

の規定による申出を行ったが、同条第七項の規定に違反して、同項の納期限ま

でに特例掛金を納付しない場合 

二 前条第三項の役員であった者に対して同条第四項の規定による勧奨を行った

場合（特例対象解散基金加入員に係る厚生年金保険法第百三十九条第四項の掛金

を納付する義務が履行されたかどうか明らかでないと認められる場合において

前条第四項の規定による勧奨を行ったときを除く。）において、イ又はロに掲げ

る場合に該当するとき。 当該役員であった者（厚生労働省令で定める者を除く。）

の氏名 
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イ 当該役員であった者が前条第五項の期限までに同条第六項の規定による申

出を行わなかった場合 

ロ 当該役員であった者が前条第五項の期限までに同条第六項の規定による申

出を行ったが、同条第七項の規定に違反して、同項の納期限までに特例掛金を

納付しない場合 

三 イ又はロに掲げる場合に該当するとき。 当該解散した基金の対象設立事業主

の氏名又は名称 

イ 前条第二項の規定による勧奨を行うことができない場合（ロに掲げる場合、

同条第四項の規定による勧奨を行った場合及び特例対象解散基金加入員に係

る厚生年金保険法第百三十九条第四項の掛金を納付する義務が履行されたか

どうか明らかでないと認められる場合において前条第二項の規定による勧奨

を行うことができないときを除く。） 

ロ 前条第二項及び第四項の規定による勧奨を行うことができない場合（特例対

象解散基金加入員に係る厚生年金保険法第百三十九条第四項の掛金を納付す

る義務が履行されたかどうか明らかでないと認められる場合において前条第

二項及び第四項の規定による勧奨を行うことができないときを除く。） 

２ （略） 

 

（基金等への情報提供） 

第十条 厚生労働大臣は、基金又は連合会に対し、基金の設立事業所（厚生年金保険

法第百二十九条第二項の適用事業所を含む。）の事業主であって、第一条第六項の

通知を行ったもの又は同条第七項の公告をしたものの名称及び所在地その他必要

な情報を提供するものとする。 

 

（機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任） 

第十六条 次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務は、日本年金機構（以下「機構」

という。）に行わせるものとする。 

一 第二条第六項の規定による申出の受理 

二 第二条第八項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第八十

三条の二の規定による申出の受理及び承認 

三 第二条第八項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第八十

六条第五項の規定による国税滞納処分の例による処分及び同項の規定による市

町村に対する処分の請求 

四 第二条第八項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第八十

九条の規定により国税徴収の例によるものとされる徴収に係る権限（国税通則法

（昭和三十七年法律第六十六号）第三十六条第一項の規定の例による納入の告知、

同法第四十二条において準用する民法第四百二十三条第一項の規定の例による
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納付義務者に属する権利の行使、国税通則法第四十六条の規定の例による納付の

猶予その他の厚生労働省令で定める権限並びに次号に掲げる質問及び検査並び

に捜索を除く。） 

五 第二条第八項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第八十

九条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法（昭和三十四年法律第百

四十七号）第百四十一条の規定による質問及び検査並びに同法第百四十二条の規

定による捜索 

六 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める権限 

２ 機構は、前項第三号に掲げる国税滞納処分の例による処分及び同項第五号に掲げ

る権限（以下「滞納処分等」という。）その他同項各号に掲げる権限のうち厚生労

働省令で定める権限に係る事務を効果的に行うため必要があると認めるときは、厚

生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に当該権限の行使に必要な情報を

提供するとともに、厚生労働大臣自らその権限を行うよう求めることができる。 

３ 厚生労働大臣は、前項の規定による求めがあった場合において必要があると認め

るとき、又は機構が天災その他の事由により第一項各号に掲げる権限に係る事務の

全部若しくは一部を行うことが困難若しくは不適当となったと認めるときは、同項

各号に掲げる権限の全部又は一部を自ら行うものとする。 

４ 厚生年金保険法第百条の四第四項から第七項までの規定は、機構による第一項各

号に掲げる権限に係る事務の実施又は厚生労働大臣による同項各号に掲げる権限

の行使について準用する。 

 

（財務大臣への権限の委任） 

第十七条 厚生労働大臣は、前条第三項の規定により滞納処分等及び同条第一項第四

号に掲げる権限の全部又は一部を自らが行うこととした場合におけるこれらの権

限並びに同号に規定する厚生労働省令で定める権限のうち厚生労働省令で定める

もの（以下この項において「滞納処分等その他の処分」という。）に係る納付義務

者が滞納処分等その他の処分の執行を免れる目的でその財産について隠ぺいして

いるおそれがあることその他の政令で定める事情があるため特例納付保険料及び

延滞金の効果的な徴収を行う上で必要があると認めるときは、政令で定めるところ

により、財務大臣に、当該納付義務者に関する情報その他必要な情報を提供すると

ともに、当該納付義務者に係る滞納処分等その他の処分の権限の全部又は一部を委

任することができる。 

２ 厚生年金保険法第百条の五第二項から第七項までの規定は、前項の規定による財

務大臣への権限の委任について準用する。 

 

（機構が行う滞納処分等に係る認可等） 

第十八条 機構は、滞納処分等を行う場合には、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を
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受けるとともに、次条第一項に規定する滞納処分等実施規程に従い、徴収職員に行

わせなければならない。 

２ 厚生年金保険法第百条の六第二項及び第三項の規定は、前項の規定による機構が

行う滞納処分等について準用する。 

 

（滞納処分等実施規程の認可等） 

第十九条 機構は、滞納処分等の実施に関する規程（次項において「滞納処分等実施

規程」という。）を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変

更しようとするときも、同様とする。 

２ 厚生年金保険法第百条の七第二項及び第三項の規定は、滞納処分等実施規程の認

可及び変更について準用する。 

 

（機構への事務の委託） 

第二十一条 厚生労働大臣は、機構に、次に掲げる事務を行わせるものとする。 

一 第二条第二項及び第四項の規定による勧奨に係る事務（当該勧奨を除く。） 

二 第二条第五項の規定による通知に係る事務（当該通知を除く。） 

三 第二条第八項及び同項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険

法第八十五条の規定による特例納付保険料の徴収に係る事務（第十六条第一項第

二号から第五号までに掲げる権限を行使する事務及び次条第一項の規定により

機構が行う収納、第二条第八項の規定によりその例によるものとされる同法第八

十六条第一項の規定による督促その他の厚生労働省令で定める権限を行使する

事務並びに次号及び第七号に掲げる事務を除く。） 

四 第二条第八項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第八十

六条第一項及び第二項の規定による督促に係る事務（当該督促及び督促状を発す

ること（督促状の発送に係る事務を除く。）を除く。） 

五 第二条第八項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第八十

七条第一項及び第四項の規定による延滞金の徴収に係る事務（第十六条第一項第

三号から第五号までに掲げる権限を行使する事務及び次条第一項の規定により

機構が行う収納、第二条第八項の規定によりその例によるものとされる同法第八

十六条第一項の規定による督促その他の厚生労働省令で定める権限を行使する

事務並びに前号及び第七号に掲げる事務を除く。） 

六 第十条の規定による情報の提供に係る事務（当該情報の提供を除く。） 

七 第十六条第一項第四号に規定する厚生労働省令で定める権限に係る事務（当該

権限を行使する事務を除く。） 

八 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事務 

２ 厚生年金保険法第百条の十第二項及び第三項の規定は、前項の規定による機構へ

の事務の委託について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令
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で定める。 

 

（情報の提供等） 

第二十三条 機構は、厚生労働大臣に対し、厚生労働省令で定めるところにより、特

例納付保険料の納付に関する事項その他厚生労働大臣の権限の行使に関して必要

な情報の提供を行うものとする。 

２ 厚生労働大臣及び機構は、特例納付保険料の納付及び厚生労働大臣による公表が、

適正かつ円滑に行われるよう、必要な情報交換を行うことその他相互の密接な連携

の確保に努めるものとする。 

 

 




